
（
別

紙
）

平
成
２
１
年
度
児
童
厚
生
施
設
等
整
備
費
交
付
要
綱
新
旧
対
照
表
案
（
案
）

改
正

後
現

行

別
紙

別
紙

児
童

厚
生

施
設

等
整

備
費

交
付

要
綱

児
童

厚
生

施
設

等
整

備
費

交
付

要
綱

（
通

則
）

１
～

４
(
略

）
（

通
則

）
１

～
４

(
略

）

（
交

付
の

対
象

）
（

交
付

の
対

象
）

５
．

こ
の

補
助

金
は

、
次

の
事

業
を

交
付

の
対

象
と

す
る

。
５

．
こ

の
補

助
金

は
、

次
の

事
業

を
交

付
の

対
象

と
す

る
。

（
１

）
設

置
運
営

要
綱

に
基

づ
き

都
道

府
県

が
設
置
す
る
大
型
児
童
館
の
施
設
整

備
（

１
）

設
置
運
営
要
綱
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
設
置
す
る
大
型
児
童
館
の
施
設
整

備
（

２
）

設
置

運
営

要
綱

に
基

づ
き

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

設
置

す
る

Ｂ
型

児
童

（
２

）
設

置
運

営
要

綱
に

基
づ

き
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
設

置
す

る
Ｂ

型
児

童
館

、
小

型
児

童
館

、
児

童
セ

ン
タ

ー
及

び
３

の
（

２
）

に
定

め
る

放
課

後
児

館
、

小
型

児
童

館
、

児
童

セ
ン

タ
ー

及
び

３
の

（
２

）
に

定
め

る
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
室

の
創

設
の

た
め

の
施

設
整

備
童

ク
ラ

ブ
室

の
創

設
の

た
め

の
施

設
整

備
（

３
）

設
置

運
営

要
綱

に
基

づ
き

市
町

村
（

特
別

区
を

含
み

指
定

都
市

及
び

中
核

（
３

）
設

置
運

営
要

綱
に

基
づ

き
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

が
設

置
す

る
Ｂ

型
児

童
館

、
小

型
児

童
館

、
児

市
を

除
く

。
以

下
同

じ
。

）
が

設
置

す
る

Ｂ
型

児
童

館
、

小
型

児
童

館
、

児
童

セ
ン

タ
ー

及
び

３
の

（
２

）
に

定
め

る
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
室

の
創

設
の

童
セ

ン
タ

ー
及

び
３

の
（

２
）

に
定

め
る

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
の

創
設

の
た

め
の

施
設

整
備

に
対

し
、

都
道

府
県

が
行

う
補

助
た

め
の

施
設

整
備

に
対

し
、

都
道

府
県

が
行

う
補

助
（

４
）

設
置

運
営

要
綱

に
基

づ
き

（
４

）
設

置
運

営
要

綱
に

基
づ

き
社

会
福

祉
法

人
及

び
民

法
（

明
治

２
９

年
法

律
社

会
福

祉
法

人
、

公
益

社
団

法
人

、
公

益
財

（
以

下
「

社
会

福
祉

法
人

第
８

９
号

）
第

３
４

条
の

規
定

に
よ

り
設

立
さ

れ
た

法
人

（
以

下
「

社
会

福
団

法
人

、
特

例
社

団
法

人
、

及
び

特
例

財
団

法
人

等
」

と
い

う
。

）
が

設
置

す
る

Ｂ
型

児
童

館
、

小
型

児
童

館
、

児
童

セ
ン

タ
祉

法
人

等
」

と
い

う
。

）
が

設
置

す
る

Ｂ
型

児
童

館
、

小
型

児
童

館
、

児
ー

及
び

３
の

（
２

）
に

定
め

る
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
室

の
創

設
の

た
め

の
施

童
セ

ン
タ

ー
及

び
３

の
（

２
）

に
定

め
る

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
の

創
設

の
設

整
備

に
対

し
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
又

は
中

核
市

が
行

う
補

助
た

め
の

施
設

整
備

に
対

し
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
又

は
中

核
市

が
行

う
補

助

（
整

備
補

助
の

対
象

外
）

６
（

略
）

（
整

備
補

助
の

対
象

外
）

６
（

略
）

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

７
．

こ
の

補
助

金
の

交
付

額
は

、
次

に
よ

り
算

出
す

る
も

の
と

す
る

。
７

．
こ

の
補

助
金

の
交

付
額

は
、

次
に

よ
り

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

算
出

さ
れ

た
額

に
1
,
0
0
0

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
た

だ
し

、
算

出
さ

れ
た

額
に

1
,
0
0
0

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。

（
１

）
～

（
４

）
（

略
）

（
１

）
～

（
４

）
（

略
）

な
お

、
前

年
度

か
ら

の
継

続
事

業
に

お
い

て
、

別
表

の
第

４
欄

（
３

、
４

、
第

２
欄

の
区

分
が

拡
張

で
あ

る
も

の
の

う
ち

第
４

欄
の

２
及

び
第

２
欄

の
区

分
が

大
規

模
修

繕
で

あ
る

も
の

の
う

ち
第

４
欄

の
２

を
除

く
。

）
に

定
め

る
基

準
額

を
算

定
す

る
場

合
に

は
、

平
成

１
９

年
度

の
単

価
を

適
用

す
る

。

（資料20）
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改
正

後
現

行

（
交

付
の

条
件

）
（

交
付

の
条

件
）

８
．

こ
の

補
助

金
の

交
付

の
決

定
に

は
、

次
の

条
件

が
付

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
８

．
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
～

（
1
0
）

（
略

）
（

１
）

～
（

1
0
）

（
略

）

（
1
1
）

こ
の

補
助

金
に

係
る

補
助

金
の

交
付

と
対

象
経

費
を

重
複

し
て

、
お

年
玉

（
1
1
）

こ
の

補
助

金
に

係
る

補
助

金
の

交
付

と
対

象
経

費
を

重
複

し
て

、
お

年
玉

付
き

郵
便

葉
書

等
寄

付
金

配
分

金
、

又
は

、
若

し
く

は
日

本
船

舶
振

付
き

郵
便

葉
書

等
寄

付
金

配
分

金
、

又
は

、
日

本
自

転
車

振
興

会
又

は
日

本
Ｊ

Ｋ
Ａ

興
会

の
補

助
金

の
交

付
を

受
け

て
は

な
ら

な
い

。
小

型
自

動
車

振
興

会
若

し
く

は
日

本
船

舶
振

興
会

の
補

助
金

の
交

付
を

受
け

て
は

な
ら

な
い

。

（
1
2
）

～
（

1
4
）

（
略

）
（

1
2
）

～
（

1
4
）

（
略

）

（
申

請
手

続
）

９
～

（
そ

の
他

）
１

６
(
略

）
（

申
請

手
続

）
９

～
（

そ
の

他
）

１
６

(
略

）
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改
正

後
現

行

別
表

別
表

算
定

基
準

算
定

基
準

１
区

分
２

整
備

区
分

３
種

目
４

基
準

額
５

対
象

経
費

１
区

分
２

整
備

区
分

３
種

目
４

基
準

額
５

対
象

経
費

施
設

創
設

工
事

費
１

施
設

の
種

類
ご

と
に

次
に
掲

げ
る
額

児
童

厚
生

施
設
等

の
施

設
整

施
設

創
設

工
事

費
１

施
設

の
種

類
ご

と
に
次

に
掲

げ
る
額

児
童
厚

生
施

設
等
の

施
設
整

整
備

費
及

び
（

１
）

大
型

児
童
館

備
に
必

要
な

工
事
費

又
は

工
事

整
備

費
及

び
（

１
）

大
型
児

童
館

備
に

必
要

な
工

事
費
又

は
工
事

改
築

ア
Ａ

型
児

童
館

請
負
費

及
び

工
事
事

務
費

（
工

改
築

ア
Ａ

型
児

童
館

請
負

費
及

び
工

事
事
務

費
（
工

厚
生

労
働
大

臣
が

承
認
し

た
面
積

た
だ

し
事

施
工

の
た

め
直
接

必
要

な
事

厚
生
労

働
大

臣
が
承

認
し

た
面
積

た
だ
し

事
施

工
の

た
め

直
接
必

要
な
事

（
、

（
、

都
道

府
県

の
人

口
規

模
に
よ

り
、
付

表
１

に
掲

務
に
要

す
る

費
用
で

あ
っ

て
、

都
道

府
県

の
人

口
規
模

に
よ

り
、
付

表
１

に
掲

務
に

要
す

る
費

用
で
あ

っ
て
、

げ
る

補
助

基
準

面
積

の
範
囲

内
で
、

2
,
0
0
0

平
旅

費
、

消
耗

品
費
、

通
信

運
搬

げ
る

補
助

基
準

面
積
の

範
囲

内
で
、

2
,
0
0
0
平

旅
費

、
消

耗
品

費
、
通

信
運

搬

方
米

以
上

の
も

の
。

）
に

１
平
方
米
当
た
り
基

費
、

印
刷

製
本

費
及

び
設

計
方

米
以

上
の

も
の

。
）

に
１

平
方

米
当

た
り

基
費

、
印

刷
製

本
費

及
び

設
計

準
単

価
円

（
実
１

平
方
米

当
た

り
基

監
理
料

等
を

い
い
、

そ
の

額
は

準
単

価
3
5
6
,
8
0
0
円
（

実
１

平
方
米

当
た

り
基

監
理

料
等

を
い

い
、
そ

の
額
は

4
0
5
,
0
0
0

準
単

価
に

満
た

な
い

と
き
は

実
１
平

方
米

当
た

工
事

費
又

は
工

事
請

負
費

の
準

単
価

に
満

た
な

い
と

き
は

実
１
平

方
米

当
た

工
事

費
又

は
工

事
請

負
費

の

り
単

価
と

す
る

）
を

乗
じ

て
得

た
額
。

２
．
６

％
に

相
当
す

る
額

を
限

り
単

価
と

す
る

）
を

乗
じ
て

得
た

額
。

２
．

６
％

に
相

当
す
る

額
を
限

。
。

イ
Ｂ

型
児

童
館

（
1
,
5
0
0
平

方
米
以

上
）

度
と
す

る
。

以
下
同

じ
）

イ
Ｂ

型
児

童
館

（
1
,
5
0
0

平
方

米
以

上
）

度
と

す
る

。
以

下
同
じ

）
。

。

千
円

５
３

５
，
４

１
４

千
円

６
０

７
，
７

２
４

（
た

だ
し

、
Ａ

型
児

童
館
と

併
設
す

る
場

合
に

（
た

だ
し

、
Ａ

型
児
童

館
と

併
設
す

る
場

合
に

は
厚

生
労

働
大

臣
が

承
認
し

た
額
と

す
る

）
は

厚
生
労

働
大

臣
が
承

認
し

た
額
と

す
る

）
。

。

（
２
）

小
型

児
童
館

（
2
1
7
.
6
平

方
米
以

上
）

（
２
）

小
型
児

童
館

（
2
1
7
.
6

平
方

米
以

上
）

千
円

３
１

，
１

０
５

千
円

３
５

，
５

６
１

都
市

部
で
児

童
館

用
地
の

取
得
が

困
難

と
認

都
市
部

で
児

童
館
用

地
の

取
得
が

困
難

と
認

め
ら

れ
る

場
合

等
（

1
6
3
.
2

平
方
米

以
上

）
め

ら
れ
る

場
合

等
（
1
6
3
.
2

平
方
米

以
上

）

千
円

２
３

，
８

２
６

千
円

２
７

，
２

３
９

（
３
）

児
童

セ
ン
タ

ー
（

3
3
6
.
6

平
方
米

以
上

）
（

３
）

児
童
セ

ン
タ

ー
（
3
3
6
.
6

平
方
米

以
上

）

千
円

４
６

，
８

５
９

千
円

５
１

，
３

１
６

た
だ

し
、
大

型
児

童
セ
ン

タ
ー
（

5
0
0

平
方

た
だ
し

、
大

型
児
童

セ
ン

タ
ー
（

5
0
0

平
方

米
以

上
）

に
つ

い
て

は
、
次

に
掲
げ

る
額

。
米

以
上
）

に
つ

い
て
は

、
次

に
掲
げ

る
額

。

千
円

６
２

，
５

１
６

千
円

７
０

，
９

５
９

（
４
）

放
課

後
児
童

ク
ラ

ブ
室
（

(
2
)
、

(
3
)
の

整
備

（
４
）

放
課
後

児
童

ク
ラ
ブ

室
（

(
2
)
、

(
3
)
の

整
備

と
は

別
に

整
備

す
る

場
合
に

限
る

）
と

は
別
に

整
備

す
る
場

合
に

限
る

）
。

。

千
円

１
２

，
５

０
０

千
円

２
１

，
１

２
４

２
１

の
(
2
)
、

(
3
)
の

整
備

の
際

、
放
課

後
児

童
ク

２
１

の
(
2
)
、

(
3
)
の

整
備

の
際

、
放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
（

3
1
.
8
平

方
米

以
上
）

を
設
け

る
場

合
、

ラ
ブ

室
（
3
1
.
8
平

方
米
以

上
）

を
設
け

る
場

合
、

次
の

額
を

加
算
す

る
。

次
の

額
を
加

算
す

る
。

千
円

３
，
９

８
１

千
円

６
，
７

２
８

３
１

の
(
1
)
、

(
2
)
及

び
(
3
)
の

整
備

の
際

、
初

度
３

１
の

(
1
)
、

(
2
)
及

び
(
3
)
の

整
備

の
際

、
初

度

設
備

を
施

設
と
一

体
的

に
整
備

す
る
場

合
、

次
の

設
備

を
施
設

と
一

体
的
に

整
備

す
る
場

合
、

次
の

額
を

加
算

す
る
。

額
を

加
算
す

る
。

（
１
）

大
型

児
童
館

に
つ

い
て
は

、
１
施

設
当

た
り

（
１
）

大
型
児

童
館

に
つ
い

て
は

、
１
施

設
当

た
り

千
円

１
０

０
，
３

８
９

千
円

１
１

３
，
９

４
７

（
２
）

小
型

児
童
館

及
び

児
童
セ

ン
タ
ー

に
つ

い
て

（
２
）

小
型
児

童
館

及
び
児

童
セ

ン
タ
ー

に
つ

い
て

は
、

１
施

設
当

た
り

千
円

は
、

１
施

設
当

た
り

２
，
４

６
９

千
円

２
，
８

２
３
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改
正

後
現

行

大
型

児
童
セ

ン
タ

ー
に
つ

い
て
は

、
１

施
設

大
型
児

童
セ

ン
タ
ー

に
つ

い
て
は

、
１

施
設

当
た

り
千

円
当

た
り

４
，
４

６
２

千
円

５
，
０

６
５

４
平

成
２

年
８
月

７
日

厚
生
省

発
児
第

１
２

３
号

車
両
の

購
入

費
及
び

改
装

費
４

平
成

２
年

８
月

７
日
厚

生
省

発
児
第

１
２

３
号

車
両

の
購

入
費

及
び
改

装
費

「
児

童
館

の
設
置

運
営

に
つ
い

て
」
の

第
４

の
１

「
児

童
館
の

設
置

運
営
に

つ
い

て
」
の

第
４

の
１

の
（

３
）

の
ア
の

（
イ

）
及
び

２
の
（

３
）

の
ア

の
（

３
）
の

ア
の

（
イ
）

及
び

２
の
（

３
）

の
ア

の
（

エ
）

に
規
定

す
る

移
動
型

児
童
館

用
車

両
を

の
（

エ
）
に

規
定

す
る
移

動
型

児
童
館

用
車

両
を

整
備

す
る

場
合

上
限

千
円

整
備

す
る
場

合
上

限
３

，
６

８
２

千
円

４
，
１

７
９

５
平

成
３

年
1
1
月

2
5
日

社
施
第

1
2
1
号

「
都

市
部

５
平

成
３
年

1
1
月

2
5
日
社

施
第

1
2
1
号

「
都

市
部

に
お

け
る

社
会
福

祉
施

設
の
整

備
の
促

進
に

つ
い

に
お

け
る
社

会
福

祉
施
設

の
整

備
の
促

進
に

つ
い

て
」

に
定

め
る
既

設
社

会
福
祉

施
設
用

地
有

効
活

て
」

に
定
め

る
既

設
社
会

福
祉

施
設
用

地
有

効
活

用
改

築
促

進
制
度

に
適

合
す
る

整
備
を

行
う

場
合

用
改

築
促
進

制
度

に
適
合

す
る

整
備
を

行
う

場
合

に
は

、
１

の
施

設
の

種
類

ご
と

に
掲

げ
る

額
に

に
は

、
１

の
施

設
の

種
類

ご
と

に
掲

げ
る

額
に

1
.
0
8
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す
る

。
1
.
0
8
を

乗
じ

て
得

た
額
と

す
る

。

拡
張

１
厚

生
労

働
大
臣

が
承

認
し
た

面
積
（

た
だ

し
、

拡
張

に
必

要
な
工

事
費

又
は

拡
張

１
厚

生
労
働

大
臣

が
承
認

し
た

面
積
（

た
だ

し
、

拡
張
に

必
要

な
工
事

費
又

は

本
文

の
４

の
表
拡

張
の

欄
(
1
)
の

場
合

1
1
9

平
方

工
事
請

負
費

及
び
工

事
事

務
費

本
文

の
４
の

表
拡

張
の
欄

(
1
)
の

場
合

1
1
9

平
方

工
事

請
負

費
及

び
工
事

事
務
費

米
を

限
度

と
し
、

同
欄

(
2
)
の

場
合
3
1
.
8
平

方
米

米
を

限
度
と

し
、

同
欄

(
2
)
の

場
合
3
1
.
8
平

方
米

を
限

度
と

す
る

。
）

に
付

表
２
に
掲
げ
る
１
平
方

を
限

度
と

す
る

。
）

に
付

表
２

に
掲

げ
る

１
平

方

米
当

た
り

基
準
単

価
（

実
１
平

方
米
当

た
り

単
価

米
当

た
り
基

準
単

価
（
実

１
平

方
米
当

た
り

単
価

が
、

１
平

方
米
当

た
り

基
準
単

価
に
満

た
な

い
と

が
、

１
平
方

米
当

た
り
基

準
単

価
に
満

た
な

い
と

き
は

実
１

平
方

米
当

た
り

単
価
と
す
る
。
）
を
乗

き
は

実
１

平
方

米
当

た
り

単
価

と
す

る
。

）
を

乗

じ
て

得
た

額
。

じ
て

得
た
額

。

２
既

存
の

小
型
児

童
館

又
は
児

童
セ
ン

タ
ー

（
大

２
既

存
の
小

型
児

童
館
又

は
児

童
セ
ン

タ
ー

（
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
を

除
く

。
）
で
年
長
児
童
用
設

型
児

童
セ

ン
タ

ー
を

除
く

。
）

で
年

長
児

童
用

設

備
を

施
設

と
一
体

的
に

整
備
す

る
場
合

、
次

の
額

備
を

施
設
と

一
体

的
に
整

備
す

る
場
合

、
次

の
額

を
加

算
す

る
。

を
加

算
す
る

。

１
施

設
当

た
り

千
円

１
施

設
当

た
り

４
，
４

６
２

千
円

５
，
１

０
１

大
規

模
修

繕
１

厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と
認

め
る
額

と
す

る
。

大
規

模
修

繕
に
必

要
な

工
事

大
規
模

修
繕

１
厚

生
労
働

大
臣

が
必
要

と
認

め
る
額

と
す

る
。

大
規
模

修
繕

に
必
要

な
工
事

た
だ

し
、

第
５

欄
に

定
め
る

対
象
経

費
の

実
支

費
又
は

工
事

請
負
費

及
び

工
事

た
だ

し
、

第
５

欄
に
定

め
る

対
象
経

費
の

実
支

費
又

は
工

事
請

負
費
及

び
工
事

出
額

（
以

下
「

実
支

出
額

」
と
い
う
。
）
が
こ
れ

事
務
費

出
額

（
以

下
「

実
支

出
額

」
と

い
う

。
）

が
こ

れ
事

務
費

に
満

た
な

い
と
き

は
、

実
支
出

額
と
す

る
。

に
満

た
な
い

と
き

は
、
実

支
出

額
と
す

る
。

２
既

存
の

小
型
児

童
館

又
は
児

童
セ
ン

タ
ー

（
大

２
既

存
の
小

型
児

童
館
又

は
児

童
セ
ン

タ
ー

（
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
を

除
く

。
）
で
年
長
児
童
用
設

型
児

童
セ

ン
タ

ー
を

除
く

。
）

で
年

長
児

童
用

設

備
を

施
設

と
一
体

的
に

整
備
す

る
場
合

、
次

の
額

備
を

施
設
と

一
体

的
に
整

備
す

る
場
合

、
次

の
額

を
加

算
す

る
。

を
加

算
す
る

。

１
施

設
当

た
り

千
円

１
施
設

当
た

り
４

，
４

６
２
千

円
５
，

１
０
１
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改
正

後
現

行

付
表

１
（

略
）

付
表

１

都
道

府
県

人
口

規
模

に
よ

る
補

助
基

準
面

積

都
道

府
県

の
人

口
規

模
補

助
基

準
面

積
の

上
限

１
０

０
万

人
未
満

３
，

０
０
０

平
方
米

１
０

０
万

人
以
上

３
０
０

万
人

未
満

４
，

０
０
０

平
方
米

３
０

０
万

人
以
上

５
０
０

万
人

未
満

６
，

０
０
０

平
方
米

５
０

０
万

人
以
上

７
０
０

万
人

未
満

８
，

０
０
０

平
方
米

７
０

０
万

人
以
上

１
０

，
０

０
０

平
方
米

付
表

２
付

表
２

１
平

方
米

当
た

り
基

準
単

価
１

平
方

米
当

た
り

基
準

単
価

単
価

備
考

単
価

備
考

円
１

２
４

，
９

０
０

円
１

４
２

，
８

０
０
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平
成
２
１
年
度
児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
実
施
要
綱
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
児

発
第

３
９

６
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児
発

第
３

９
６

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
 平

成
９

年
６

月
５

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 平

成
９

年
６

月
５

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
一
次
改
正
  
児

発
第

３
０

９
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
次
改
正
  
児

発
第

３
０

９
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
０
年
４
月

１
３
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
 平

成
１
０
年
４
月

１
３
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
二
次
改
正
  
児

発
第

５
６

７
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

第
二
次
改
正
  
児

発
第

５
６

７
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 平

成
１

２
年

６
月

２
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 平

成
１

２
年

６
月

２
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
三
次
改
正
 
雇

児
発

第
４

２
２

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

三
次
改
正
 
雇

児
発

第
４

２
２

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
３
年
６
月

２
６
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
３
年
６
月

２
６
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
四
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
5
1
0
0
0
3
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
四
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
5
1
0
0
0
3
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
４
年
５
月

１
０
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
４
年
５
月

１
０
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
五
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
4
0
1
0
1
5
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

五
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
4
0
1
0
1
5
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 平

成
１

５
年

４
月

１
日

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１

５
年

４
月

１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

六
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
3
1
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

六
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
3
1
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
１
７
年
３
月
３
１
日

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
７
年
３
月

３
１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

七
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
3
5
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

七
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
3
5
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
８
年
３
月

３
１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
８
年
３
月

３
１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
八
次
改
正
 
雇

児
発

第
1
0
0
2
0
0
3
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
第
八
次
改
正
 
雇

児
発

第
1
0
0
2
0
0
3
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 平

成
１
８
年
１
０

月
２
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 平

成
１
８
年
１
０

月
２
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
九
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
5
0
7
0
0
2
号

第
九
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
5
0
7
0
0
2
号

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１

９
年

５
月

７
日

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１

９
年

５
月

７
日
 

第
十
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
2
3
号

第
十
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
2
3
号

 

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日
 

第
十
一
次
改
正

     
  
  
  
都
道
府
県
知
事
 

  
 各

  
指
定
都
市
市
長
  
 殿

 

 
  
  
  
中

核
市

市
長
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
 

 
雇

児
発

第
※

号

平
成

※
年

※
月

※
日

  
  
  
  
都
道
府
県
知
事
 

  
 各

  
指
定
都
市
市
長
  
 殿

 

 
  
  
  
中

核
市

市
長
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
 

（資料21）
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
 

 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

 

少
子
化
や
核
家
族
化
の
進
行
、
都
市
化
の
進
展
、
地
域
社
会
の
子
育
て
機
能
の
低
下
等
に
伴
う
育

児

施
に
伴
い
、
本
職
通
知
平
成
４
年
５
月
１
８
日
児
発
第
５
１
３
号
「
都
道
府

県 別
 
紙
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
実
施
要
綱
 

 

  
目
 
的
 
～
 
３
 
事
業
の
実
施
方
法
等
 
 
 
（
略
）
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

 

少
子
化
や
核
家
族
化
の
進
行
、
都
市
化
の
進
展
、
地
域
社
会
の
子
育
て
機
能
の
低
下
等
に
伴
う
育

施
に
伴
い
、
本
職
通
知
平
成
４
年
５
月
１
８
日
児
発
第
５
１
３
号
「
都
道
府

 

別
 
紙
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
実
施
要
綱
 

 

  
目
 
的
 
～
 
３
 
事
業
の
実
施
方
法
等
 
 
 
（
略
）
 

 

不
安
、
多
様
な
人
間
関
係
を
経
験
す
る
機
会
の
減
少
な
ど
、
子
ど
も
や
家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の

変
化
を
踏
ま
え
、
児
童
が
健
や
か
に
生
ま
れ
育
つ
た
め
の
児
童
環
境
づ
く
り
の
基
盤
整
備
を
総
合
的

に
推
進
す
る
た
め
、
別
紙
の
と
お
り
「
児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
平

成
９
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
せ
ら

れ
た
く
通
知
す
る
。
 

な
お
、
本
通
知
の
実

児
不
安
、
多
様
な
人
間
関
係
を
経
験
す
る
機
会
の
減
少
な
ど
、
子
ど
も
や
家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の

変
化
を
踏
ま
え
、
児
童
が
健
や
か
に
生
ま
れ
育
つ
た
め
の
児
童
環
境
づ
く
り
の
基
盤
整
備
を
総
合
的

に
推
進
す
る
た
め
、
別
紙
の
と
お
り
「
児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
平

成
９
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
せ
ら

れ
た
く
通
知
す
る
。
 

  
な
お
、
本
通
知
の
実

児
童
環
境
づ
く
り
対
策
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」、

本
職
通
知
平
成
６
年
６
月
２
３
日
児
発
第
６

１
０
号
「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」、

本
職
通
知
平
成
元
年
５
月
２

９
日
児
発
第
４
０
１
号
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
及
び
本
職
通
知
昭
和
６
１
年

８
月
３
０
日
児
発
第
７
２
７
号「

児
童
福
祉
事
業
適
正
化
対
策
特
別
事
業
に
つ
い
て
」は

廃
止
す
る
。

 

県
児
童
環
境
づ
く
り
対
策
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」、

本
職
通
知
平
成
６
年
６
月
２
３
日
児
発
第
６

１
０
号
「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」、

本
職
通
知
平
成
元
年
５
月
２

９
日
児
発
第
４
０
１
号
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
及
び
本
職
通
知
昭
和
６
１
年

８
月
３
０
日
児
発
第
７
２
７
号「

児
童
福
祉
事
業
適
正
化
対
策
特
別
事
業
に
つ
い
て
」は

廃
止
す
る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
１
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別
添
１
 

児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事
業
実
施
要
綱
 

１
 
趣
 
旨
 
～
 
２
 

 
 

）
～
（
３
）
 
 
 
（
略
）
 

 
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
取
組

 

実
施
主
体
 
 
（
略
）
 

 ３
 
事
業
内
容
 

（
１

 
 （
４
）
子
育
て
環
境
づ
く
り
に
資
す

 

 
 
次
世
代
育
成
支
援
対
策
等
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
先
駆
的
な
子
育
て
支
援
事

 
 

業
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
果
等
を
他
の
都
道
府
県
に
向
け
て
発
信
・
普
及
す
る
こ
と
が
で
き
る

取
組
を
実
施
す
る
。
 

業
実
施
の
手
続
き

 ５
 
事

 

 
 
本
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
毎
年
度
、
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
事
前
に
協
議

を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 ６
 
留
意
事
項
 
 
 
（
略
）
 

 ７
  
費
用
 
 
 
（
略
）
 

  
 

別
添
２
 
児
童
育
成
事
業
推
進
等
対
策
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

添
３
 
 

健
全
育
成
推
進
事
業
実
施
要
綱

  別

 

１
 
趣
 
旨

 

 

 
児
童
の
健
全
育
成
の
場
で
働
い
て
い
る
職
員
等
に
対
し
て
研
修
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の

 

別
添
１
 

児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事
業
実
施
要
綱
 

１
 
趣
 
旨
 
～
 
２
 

（
１
）
～
（
３
）
 
 
 
（
略
）
 

  

実
施
主
体
 
 
（
略
）
 

 ３
 
事
業
内
容
 

  
削
 
除
 

 

 
除

   削
 

 
 

   ４
 
留
意
事
項
 
 
 
（
略
）
 

 ５
  
費
用
 
 
 
（
略
）
 

 別
添
２
 
児
童
育
成
事
業
推
進
等
対
策
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

 

添
３
 
 

児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
支
援
事
業
実
施
要
綱

 別

 

１
 
趣
 
旨

 

 

 
市
町
村
が
実
施
す
る
「
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
」
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
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親
子
で
の
ふ
れ
あ
い
、
様
々
な
人
と
の
出
会
い
、
地
域
の
仲
間
づ
く
り
を
促
進
し
、
子
育
て
家

健
全
育
成
の
充
実
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
 

 

 
実
施
主
体
 
 
 
（
略
）
 

 
実
施
主
体
は
、
次
の
何
れ
か
の
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

庭
の
支
援
や
児
童
の
健
全
な
育
成
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

 

 
実
施
主
体
 
 
 
（
略
）
 

２

 
中
・
高
校
生
が
乳
幼
児
と
出
会
い
ふ
れ
あ
う
機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
市
町
村
が
実
施
す
る

２

 
 

３
 
事
業
内
容
 

３
 
事
業
内
容
 

 
 

子
育
て
環
境
づ
く
り
支
援
事
業

 
（
１
）
 
地
域

 

委
員
（
主
任
児
童
委
員
を

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
活
動
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
、
児
童

含
む
）
等
に
対
し
て
、
基
本
的
な
活
動
方
法
や
技
法
等
を
習
得
す
る
た
め
の
研
修
及
び
地

域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
活
動
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
協
議
会
を
実
施
す
る
事

業
、
ま
た
、
地
域
の
子
育
て
家
庭
に
幅
広
く
児
童
委
員
等
の
活
動
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
児
童
委
員
等
を
講
師
と
し
て
招
い
て
の
子
育
て
セ
ミ
ナ
ー
等
を
実
施
す

る
事
業
。

 
（
２
）
 
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
支
援
事
業
 

中
・
高
校
生
が
乳
幼
児
と
出
会
い
ふ
れ
あ
う
機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
市
町
村
が
実
施
す

る
「
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
」
を
推
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
域
で
設
置
す
る
協

議
会
等
の
運
営
や
啓
発
活
動
、
情
報
提
供
、
研
究
等
を
実
施
す
る
事
業
。
 

留
意
点
 
～
 
５
 
費
用
 
 
 
（
略
）
 

 

４
 

 

添
４
 
民
間
児
童
館
活
動
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

添
５
 
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

  別  別    

 
 

交
流
促
進
事
業
」
を
推
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
域
で
設
置
す
る
協
議
会
等
の
運

「
児
童
ふ
れ
あ
い

営
や
啓
発
活
動
、
情
報
提
供
、
研
究
等
を
実
施
す
る
。

          ４
 
留
意
点
 
～
 
５
 
費
用
 
 
 
（
略
）
 

添
４
 
民
間
児
童
館
活
動
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

添
５
 
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

 

添
６
 
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
実
施
要
綱

  別  別  別
 
 
 
（
略
）
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別
添
７

 
 
 

地
域
子
育
て
環
境
づ
く
り
支
援
事
業
実
施
要
綱

 
 

 
 

１
 
趣
 
旨

 
 

 
 
地
域
に
お
け
る
子

任
児
童
委
員
を
含
む
）

育
て
支
援
活
動
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
、児

童
委
員（

主
 

等
に
対
し
て
研
修
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
健
全
育
成
の
充
実
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

 

 
 

２
 
実
施
主
体

 
 

  
本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
と
す
る
。

                別
添
６
 
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

 別
添
７
 
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

  
 

た
だ
し
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
事
業
を
実
施
す
る
の
に
適
し
た
社
会
福
祉
法
人
、
財

団
法
人
等
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

３ 

 
事
業
内
容
 

 
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
活
動
が
強
化
さ
れ
る
よ
う

 
、児

童
委
員（

主
任
児
童
委
員
を
含
む
）

等
に
対
し
て
、
基
本
的
な
活
動
方
法
や
技
法
等
を
習
得
す
る
た
め
の
研
修
及
び
地
域
に
お
け
る
子

育
て
支
援
活
動
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
協
議
会
を
実
施
す
る
事
業
、
ま
た
、
地
域
の
子
育

て
家
庭
に
幅
広
く
児
童
委
員
等
の
活
動
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
児
童
委
員
等
を

講
師
と
し
て
招
い
て
の
子
育
て
セ
ミ
ナ
ー
等
を
実
施
す
る
。
 

 
費
 
用

 ５
 

 
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
実
施
す
る
事
業
に
対

 
し
て
、
国
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

添
８

  別
 
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

 （
削
除
）
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添
９

 

添
８

別
 
 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
実
施
要
綱
 

１
 
趣
旨
 

や
核
家
族
化
の
進
行
、
地
域
社
会
の
変
化
な
ど
、
子
ど
も
や
子
育
て
を
め
ぐ
る
環
境
が

別
 
 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
実
施
要
綱
 

１
 
趣
旨
 

祉
法
第
６
条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
乳
児
又
は
幼
児
及
び
そ
の
保
護
者
が
相

 
  
 
少
子
化

 
 
児
童
福

互
の
交
流
を
行
う
場
所
を
開
設
し
、
子
育
て
に
つ
い
て
の
相
談
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他

大
き
く
変
化
す
る
中
で
、
家
庭
や
地
域
に
お
け
る
子
育
て
機
能
の
低
下
や
子
育
て
中
の
親
の
孤

の
援
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
子
育
て
支
援
機
能
の
充
実
を
図
り
、
子
育
て
の
不
安
感

独
感
や
不
安
感
の
増
大
等
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
 

め
、
地
域
に
お
い
て
子
育
て
親
子
の
交
流
等
を
促
進
す
る
子
育
て
支
援
拠
点
の
設
置
を

等
を
緩
和
し
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 
こ
の
た

 

  ２

 
 
 
 
 
 
 
 

 
実
施
要
件
 

１
）
ひ
ろ
ば
型
 充
型

推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
子
育
て
支
援
機
能
の
充
実
を
図
り
、
子
育
て
の
不
安
感
等
を

 

 
実
施
主
体
 
～
 
４
 
事
業
内
容
 
 
 
（
略
）
 

緩
和
し
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

  ５

１
）
ひ
ろ
ば
型
 の
実
施

２
 
実
施
主
体
 
～
 
４
 
事
業
内
容
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 

 
実
施
要
件
 

５

（
（

 
 
①
 
基
本
機
能
 
 
 
（
略
）
 

 
 
①
 
基
本
機
能
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 

②
 
出
張
ひ
ろ
ば

 

）
か
ら
（
４
）
に
加
え
て
、
ひ
ろ
ば
型
を
開
設
し
て
い
る
実
施
主
体
か
ら
委
託

 
 
 
 
４
の
（
１

を
受
け
た
社
会
福
祉
法
人
等
は
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
や
実
情
を
踏
ま
え
、
近
隣
の
公
共
施
設
等

を
活
用
し
て
、
ひ
ろ
ば
型
と
同
様
の
事
業
を
実
施
す
る
出
張
ひ
ろ
ば
の
積
極
的
な
開
設
に
努

め
る
こ
と
。
 

 
 
 
ア
 
開
設
日
数
等
に
つ
い
て
は
、
週
１
日
～
２
日
、
か
つ
、
１
日
５
時
間
以
上
開
設
す
る
こ

と
。

 
 
 
イ
 
出
張
ひ
ろ
ば
は
、
開
設
年
度
の
翌
年
度
に
、
ひ
ろ
ば
型
に
移
行
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お

い
て
実
施
す
る
こ
と
。

 
 
 
ウ
 
ひ
ろ
ば
型
の
職
員
が
、
必
ず
１
名
以
上
、
出
張
ひ
ろ
ば
の
職
員
を
兼
務
す
る
こ
と
。
 

②
 
機
能
拡

 

委
託
等
を
受
け
て
、
ひ
ろ
ば
型
を
実
施
し
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
等
は
、
子
育

 
 
市
町
村
か
ら

て
支
援
活
動
の
展
開
に
よ
る
機
能
拡
充
を
図
る
た
め
、
以
下
の
ア
～
エ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

取
組
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
多
様
な
子
育
て
支
援
活
動
を
通
じ
て
、
ひ
ろ
ば
を
中
心
に
関
係

機
関
や
子
育
て
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
等
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
り
、
連
携
し

な
が
ら
、
地
域
の
子
育
て
家
庭
に
対
し
、
よ
り
き
め
細
か
な
支
援
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。
 

ア
 
ひ
ろ
ば
の
開
設
場
所
（
近
接
施
設
を
含
む
。
）
を
活
用
し
た
、
一
時
預
か
り
事
業
（
地
域

密
着
型
及
び
地
域
密
着
Ⅱ
型
）
又
は
こ
れ
に
準
じ
た
事
業
 

イ
 
ひ
ろ
ば
の
開
設
場
所
（
近
接
施
設
を
含
む
。
）
を
活
用
し
た
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
又
は
こ
れ
に
準
じ
た
事
業
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
ウ
 
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
又
は
養
育
支
援
訪
問
事
業

 
 
 
エ

施
場
所
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
開
設
後
に
変
更
す
る
こ
と
も
差
し

 
実

 

そ
の
他
、
市
町
村
独
自
に
補
助
又
は
委
託
を
行
っ
て
い
る

支
え
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
子
育
て
親
子
の
ニ
ー
ズ
や
利
便
性
等
に
十
分
配

エ
 

子
育
て
支
援
事
業
の
う
ち
、
市

町
村
が
ひ
ろ
ば
型
の
活
動
の
充
実
に
資
す
る
と
認
め
た
事
業

慮
す
る
こ
と
。
 

 

 
 
 
オ
 
そ
の
他
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
要
件
等
に
つ
い
て
は
、
ひ
ろ
ば
型
と
同
様
と
す

る
。

 

地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
 
 
 
（
略
）
 
 
 
 

 

③
 
地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
 
 
 
（
略
）
 

 
 
③
 

 
 
 
 

 

２
）
セ
ン
タ
ー
型
 
 
 
（
略
）
 

３
）
児
童
館
型
 

 
①
 
基
本
機
能
 

 
 
ア
 
実
施
場
所
 
 
 
（
略
）
 

 ④
 
出
張
ひ
ろ
ば
の
実
施

 
 

 
 
 
 
４
の
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
加
え
て
、
ひ
ろ
ば
型
を
開
設
し
て
い
る
市
町
村
又
は
社
会
福

祉
法
人
等
は
、
地
域
の
実
情
や
ニ
ー
ズ
に
よ
り
常
設
の
ひ
ろ
ば
を
開
設
す
る
こ
と
が
困
難
な

 

事
情
が
あ
る
場
合
、
近
隣
の
公
共
施
設
等
を
活
用
し
て
、
ひ
ろ
ば
型
と
同
様
の
事
業
を
実
施

 

す
る
出
張
ひ
ろ
ば
の
積
極
的
な
開
設
に
努
め
る
こ
と
。

 
 

 
 

て
は
、
週
１
日
～
２
日
、
か
つ
、
１
日
５
時
間
以
上
開
設
す
る
こ

 
ア
 
開
設
日
数
等
に
つ
い

 

と
。

 
 

イ
 
出
張
ひ
ろ
ば
は
、
利
用
実
態
な
ど
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
ひ
ろ
ば
型
へ
の
移
行
を
進

 
 
 

 

め
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
。

 
 

ウ
 
ひ
ろ
ば
型
の
職
員
が
、
必
ず
１
名
以
上
、
出
張
ひ
ろ

       （  （    
 
  

 

 
 
 

ば
の
職
員
を
兼
務
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
エ
 
実
施
場
所
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
開
設
後
に
変
更
す
る
こ
と
も
差
し

支
え
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
子
育
て
親
子
の
ニ
ー
ズ
や
利
便
性
等
に
十
分
配

慮
す
る
こ
と
。
 

オ
 
そ
の
他
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
要
件
等

 
 
 

に
つ
い
て
は
、
ひ
ろ
ば
型
と
同
様
と
す

る
。
 

 

ン
タ
ー
型
 
 
 
（
略
）
 

（
２
）
セ

 
 

 
 
①
 

能
 

 
 
ア
 
実
施
場
所
 
 
 
（
略
）
 

（
３
）
児
童
館
型
 

基
本
機
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

  
 
 
 
イ
 
開
設
日
数
等
 

親
子
の
ニ
ー
ズ
等
に
十
分
配
慮
し
、
原
則
と
し
て
、
週
３
日
以
上
、
か
つ
１
日

 
 
 
イ
 
開
設
日
数
等
 

し
て
、
週
３
日
以
上
、
か
つ
１
日
３
時
間
以
上
開
設
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
原
則
と

 

時
間
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
親
子
の
ニ
ー
ズ
等
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も

 
 
 
 
 
子
育
て

３
時
間
以
上
開
設
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
夏
休
み
等
の
長
期
休
暇
期
間
に
つ
い
て
は
、
一

 
 
 
 
 
な
お
、
開
設

般
児
童
の
利
用
も
考
慮
し
て
、
弾
力
的
な
運
営
を
行
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

に
、
一
般
児
童
の
利
用
時
間
も
考
慮
し
て
設
定
す
る
こ
と
。
 

 
 
ウ
 
職
員
の
配
置
 
 
 
（
略
）
 

６
 
留

 

 
 
ウ
 
職
員
の
配
置
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 

６
 
留

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
②
  
地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
 
 
 
（
略
）
 

 

意
事
項
 
～
 
８
 
費
用
 
 
 
（
略
）
 

 
 
②
  
地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
 
 
 
（
略
）
 

 

意
事
項
 
～
 
８
 
費
用
 
 
 
（
略
）
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平
成
２
１
年
度
児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
厚

生
省

発
児

第
７

２
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
生

省
発

児
第

７
２

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

９
年

６
月

５
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

９
年

６
月

５
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

７
３

号
第
一
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

７
３

号
 

平
成

１
０

年
４

月
１

３
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
０

年
４

月
１

３
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

９
８

号
第
二
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

９
８

号
 

平
成

１
１

年
６

月
１

４
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
１

年
６

月
１

４
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
三
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

１
０

３
号

第
三
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

１
０

３
号
 

平
成

１
２

年
６

月
２

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
２

年
６

月
２

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
四
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

２
６

３
号

第
四
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

２
６

３
号

 

平
成

１
３

年
６

月
２

６
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
３

年
６

月
２

６
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
五
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
5
1
0
0
0
1
号

平
成

１
４

年
５

月
１

０
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
五
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
5
1
0
0
0
1
号

 

平
成

１
４

年
５

月
１

０
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
六
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
4
0
1
0
0
7
号

平
成

１
５

年
４

月
１

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
六
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
4
0
1
0
0
7
号

 

平
成

１
５

年
４

月
１

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
七
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
0
号

 

平
成

１
６

年
３

月
３

１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
七
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
0
号

  

平
成

１
６

年
３

月
３

１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
4
0
1
0
1
2
号

第
八
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
4
0
1
0
1
2
号

 

平
成

１
７

年
４

月
１

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
７

年
４

月
１

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
九
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
7
号

 

平
成

１
８

年
３

月
３

１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
九
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
7
号

  

平
成

１
８

年
３

月
３

１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
十
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
5
0
7
0
0
4
号

第
十
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
5
0
7
0
0
4
号

 

平
成

１
９

年
５

月
７

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
９

年
５

月
７

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
十
一
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
0
号

第
十
一
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
0
号

 

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

 

 
第
十
二
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

※
号

 
平

成
※

年
※

月
※

日

  
  
  
 
 都

道
府
県
知
事
 

  
  
  
 
 都

道
府
県
知
事
 

  
  
各
  
 指

定
都
市
市
長
  
 殿

 
  
  
各
  
 指

定
都
市
市
長
  
 殿

 

  
  
 
  
 中

核
市

市
長
 

  
  
 
  
 中

核
市

市
長
 

（資料22）
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
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厚
 
生
 
事
 
務
 
次
 
官
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
 

  
近
年
の
少
子
化
の
進
行
、
夫
婦
共
働
き
家
庭
の
一
般
化
、
家
庭
や
地
域
の
子
育
て
機
能
の
低
下
等

業
」、

平
成
６
年
度

生
省
発
児
第
１
０
３
号
本
職
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
支
援
事
業

 
紙
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 

（
通
 
則
）
１
 
～
 
（
交
付
の
目
的
）
２
 
 

（
略
）
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
厚
 
生
 
事
 
務
 
次
 
官
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
 

  
近
年
の
少
子
化
の
進
行
、
夫
婦
共
働
き
家
庭
の
一
般
化
、
家
庭
や
地
域
の
子
育
て
機
能
の
低
下
等

業
」、

平
成
６
年
度

生
省
発
児
第
１
０
３
号
本
職
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
支
援
事
業

 
紙
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 

 

通
 
則
）
１
 
～
 
（
交
付
の
目
的
）
２
 
 
 
（
略
）
 

 
 

 
 

児
童
と
家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
子
育
て
し
や
す
い
環
境
の
整
備
を
は
か
る
と
と

も
に
、
児
童
が
健
や
か
に
生
ま
れ
育
つ
た
め
の
児
童
環
境
づ
く
り
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
児

童
環
境
づ
く
り
支
援
事
業
、
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
及
び
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
な
ど

に
よ
り
、
児
童
環
境
づ
く
り
対
策
の
促
進
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

  
こ
の
度
、
平
成
８
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
「
児
童
環
境
づ
く
り
支
援
事

児
童
と
家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
子
育
て
し
や
す
い
環
境
の
整
備
を
は
か
る
と
と

も
に
、
児
童
が
健
や
か
に
生
ま
れ
育
つ
た
め
の
児
童
環
境
づ
く
り
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
児

童
環
境
づ
く
り
支
援
事
業
、
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
及
び
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
な
ど

に
よ
り
、
児
童
環
境
づ
く
り
対
策
の
促
進
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

  
こ
の
度
、
平
成
８
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
「
児
童
環
境
づ
く
り
支
援
事

か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
」
の
一
部
及
び
平
成
元
年
度
か
ら
実

施
さ
れ
て
き
た
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
」
の
統
合
を
図
る
こ
と
に
伴
い
、
別
紙
の
と
お
り
「
児
童

環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
９
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

  
な
お
、
平
成
８
年
６
月
７
日
厚

か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
」
の
一
部
及
び
平
成
元
年
度
か
ら
実

施
さ
れ
て
き
た
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
」
の
統
合
を
図
る
こ
と
に
伴
い
、
別
紙
の
と
お
り
「
児
童

環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
９
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

  
な
お
、
平
成
８
年
６
月
７
日
厚

費
補
助
金
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」、

平
成
６
年
９
月
２
１
日
厚
生
省
発
児
第
１
４
８
号
本
職
通
知

「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
及
び
平
成
元
年
５
月
２
９
日
厚
生

省
発
児
第
９
１
号
本
職
通
知
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
は
廃
止
す
る
。
 

 

費
補
助
金
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」、

平
成
６
年
９
月
２
１
日
厚
生
省
発
児
第
１
４
８
号
本
職
通
知

「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
及
び
平
成
元
年
５
月
２
９
日
厚
生

省
発
児
第
９
１
号
本
職
通
知
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
は
廃
止
す
る
。
  

 

別
別

 
 

  
（
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
（
交
付
の
対
象
）
 

（
交
付
の
対
象
）
 

３
  
こ
の
補
助
金
は
、
次
の
事
業
を
交
付
の
対
象
と
す
る
。
 

 
 
 

３
  
こ
の
補
助
金
は
、
次
の
事
業
を
交
付
の
対
象
と
す
る
。
 

 
 
 

 
 

（
１
）
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事
業
 
 
 
（
略
）
 

（
１
）
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事
業
 
 
 
（
略
）
 

 
 

（
２
）
児
童
育
成
事
業
推
進
等
対
策
事
業
 
 
 
（
略
）
 

（
２
）
児
童
育
成
事
業
推
進
等
対
策
事
業
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 

 
 
 
 

（
３
）
健
全
育
成
推
進
事
業

（
３
）
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
支
援
事
業

 
 
 
平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

の
別
添
３
「
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
支
援
事
業
実
施
要
綱

 
 
 
平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

つ
い
て
」
の
別
添
３
「
健
全
育
成
推
進
事
業
実
施
要
綱

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

盤
整
備
事
業
の
実
施
に

」
に
よ
り
、
都

 （
４  
 
 

 
 
（
略
）
 

」
に

 （
４

 
 
（
略
）
 

 
 
 

よ
り
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
事
業
。
 

）
民
間
児
童
館
活
動
事
業
 
 
 
（
略
）
 

道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
事
業
。
 

）
民
間
児
童
館
活
動
事
業
 
 
 
（
略
）
 

 
 

（
５
）
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
事
業
 

（
５
）
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
事
業
 

 
 
 
 
 

（
６
）
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業

 
 

        

 
 
 
平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添
６
「
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
実
施
要
綱
」
に

よ
り
、
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中

核
市
が
行
う
事
業
。
 

）
地
域
子
育
て
環
境
づ

 （
７

く
り
支
援
事
業
 

平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基
盤

整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添
７
「
地
域
子
育
て
環
境
づ
く
り
支
援
事
業
実
施
要
綱
」
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
に
よ
り
、
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び

  
中
核
市
が
行
う
事
業
。
 

 
 （

（
８

６
）
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
 

 
 
平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添
６

）
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
 

 
 
 
平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

」
の
別
添
８

 

「
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ
り
、

し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中

 （
７

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

「
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ
り
、

 （
削

市
町
村
が
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中

核
市
が
助
成
す
る
事
業
。
 

除
）

市
町
村
が
助
成
す
る
事
業
に
対

核
市
が
助
成
す
る
事
業
。
 

）
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
 

 

 

 
 

第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

平
成
９
年
６
月
５
日
児
発

 

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添
７
「
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
実
施
要
綱
」
に

 

よ
り
、
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中

 

核
市
が
行
う
事
業
。
 

 

 （
８

 

）
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
 
 
 
 

 
平
成
９
年
６
月
５
日

 
 

児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添
８
「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ

府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中
核

 （
交

り
、
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道

市
が
行
う
事
業
。
 

付
額
の
算
定
方
法
）
４
～
 
（
そ
の
他
）
13
 
 
 
（
略
）
 

（
９
）
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
 
 
 
 

平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

９
盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添

「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ

り

 （
交

４
 
～
 
（
そ
の
他
）
13
 
 
 
（
略
）
 

、
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中
核

市
が
行
う
事
業
。
 

付
額
の
算
定
方
法
）
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